
会議録（１） 

 

会 議 の 名 称 令和３年度 第１回飯能市行政改革審議会 

開 催 日 時 
令和４年２月２８日（月） 
開会 午前１０時００分  閉会 午前１１時０５分 

開 催 場 所 飯能市役所本庁舎別館２階 会議室１ 

会 長 氏 名 大森 一宏 

出 席 委 員 
木崎 幸長   半田 孝   谷脇 道生   佐武 泰史 
小金井 千秋   吉野 信明   倉掛 富幸 

欠 席 委 員 倉島 安司   橋本 誠一 

説 明 者 の 
職  氏  名 

企 画 部 部長  新井 洋一郎 
企画調整課 課長  利根川 忠宏 
企画調整課 主幹  井上 実可 
企画調整課 主任  徳光 貴之 

傍 聴 者 の 数 ０人 

会 議 次 第 別紙資料のとおり 

配 布 資 料 別紙資料のとおり 

事 務 局 職 員 
職 氏 名 

企画調整課 課長  利根川 忠宏 
企画調整課 主幹  井上 実可 
企画調整課 主任  徳光 貴之 

 
  



会議録（２） 

 

議事録の概要（経過）・決定事項 

令和３年度第１回飯能市行政改革審議会を以下のとおり開催した。 

１ 委嘱状の交付 

２ 企画部長あいさつ 

３ 会長及び副会長の選出 

  飯能市行政改革審議会条例第５条第１項の規定により、互選により会長及び副会長 

を選出した。 

４ 議事 

 （１）第６次飯能市行政改革大綱期間における行政改革の取組について 

    ・第６次飯能市行政改革大綱期間における行政改革の取組について、資料１、 

    資料２及び資料３により説明した。 

 （２）第７次飯能市行政改革大綱について（諮問） 

    ・第７次飯能市行政改革大綱について、審議会に諮問した。 

    ・第７次飯能市行政改革大綱（案）について、資料４、「第７次飯能市行政改革 

    大綱（案）」及び資料５により説明した。 

 （３）その他 

 

第２回飯能市行政改革審議会を、令和４年３月２４日（木）午後６時から開催すること 

とし、閉会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



会議録（３） 

 
発 言 者 発 言 内 容 

課長 
 
 
 
 
 
 

部長 
 
 
 
 
 

課長 
 
 
 
 

委員 
 

課長 
 
 
 
 

課長 
 
 
 
 
 

本日はお忙しいところご出席を賜り、誠にありがとうございます。 
はじめに、本日、倉島委員、橋本委員が所用により欠席との連絡を受け

ておりますので報告させていただきます。 
 

それでは、はじめに市長に代わりまして、企画部長から委嘱状の交付を

させていただきます。 
 
（委嘱状の交付） 

 
続きまして、企画部長よりごあいさつ申し上げます。 

 
（あいさつ） 

 
本日は第１回目ということでございますので、委員の皆様の自己紹介

をお願いいたしたいと存じます。 
名簿順で、お名前を呼ばせていただきますので、ご起立いただき、ごあ

いさついただきますようお願いいたします。 
  
（委員自己紹介） 

 
ありがとうございました。 

 事務局から、自己紹介をさせていただきます。 
 
（事務局自己紹介）  

 
それでは、会長等選出までの進行を事務局が務めさせていただきます。 
飯能市行政改革審議会条例第５条第１項の規定により、互選により会

長及び副会長を選出していただきたいと思います。 
はじめに、会長の選出をお願いいたします。どなたか立候補又はご推薦

はございますか。 
 



委員 
 
 
 

課長 
 
 
 

委員 
 
 
 

課長 
 
 
 
 
 

課長 
 
 
 
 
 

課長 
 
 
 
 
 

会長 
 
 
 

会長 
 

大森委員はいかがでしょうか。 
 
（「異議なし」） 

 
ご異議ありませんので、会長は大森委員に決定いたします。 

次に副会長の選出をお願いします。どなたか立候補又はご推薦はござい

ますか。 
 
木崎委員はいかがでしょうか。 
 
（「異議なし」） 

 
ご異議ありませんので、副会長は木崎委員に決定いたします。 

恐れ入りますが、会長は会長席へ、副会長は副会長席へご移動をお願いし

ます。 
 
（席を移動） 

 
それでは、会長、副会長から、それぞれごあいさつをお願いいたします。

まず、会長からお願いいたします。 
  
（会長あいさつ） 
（副会長あいさつ） 

 
ありがとうございました。 
それでは、飯能市行政改革審議会条例第６条の規定により、会長に進行

をお願いいたします。なお、議事に入る前に、本審議会は情報公開制度に

基づき、公開を原則としていますので、傍聴の可否をご決定いただきたい

と存じます。 
 
傍聴を許可してよろしいでしょうか。 

 
（「異議なし」） 

 
本日は、傍聴希望者はございません。 

 



 
 
 
 
 

課長 
 
 
 

主任 
 

会長 
 

委員 
 

会長 
 
 
 

課長 
 
 
 
 

部長 
 
 
 

課長 
 
 
 

会長 
 
 
 

それでは、議事に入ります。 
「（１）第６次飯能市行政改革大綱期間における行政改革の取組につい

て」を議題といたします。 
事務局から説明をお願いいたします。 

 
事務局から、資料１「飯能市行政改革の取組経緯」、資料２「第６次行

政改革大綱(実施計画)の進捗状況」、資料３「その他の行政改革取組実績」

によりご説明いたします。 
 
（説明） 

 
ただいまの説明について、ご質問やご意見等はございますか。 
 
  （なし） 
 
それでは、議事の「（２）第７次飯能市行政改革大綱について（諮問）」

を議題といたします。 
事務局から説明をお願いいたします。 

 
それではまず、第７次行政改革大綱にかかる諮問書につきまして、市長

に代わりまして、企画部長より、会長へお渡しいたします。 
 
（諮問書のコピーを各委員に配布） 

 
第７次行政改革大綱にかかる諮問をさせていただきます。 

 
 （諮問書を会長へ手渡す） 
 

ただいま、各委員の皆様のお手元にも諮問書の写しをご用意させてい

ただきました。諮問書のとおり、第７次行政改革大綱について諮問させて

いただきます。よろしくお願い申し上げます。 
 
ただいま、第７次行政改革大綱につきまして、市長より諮問をいただき

ました。 
 これから、この諮問を受けまして、委員の皆様によりまして、行政改革

大綱の審議を進めていただくこととなりますので、よろしくお願いいた



 
 

課長 
 
 

主幹 
 

会長 
 

委員 
 

会長 
 
 
 

委員 
 

会長 
 

課長 
 
 
 
 
 

会長 
 
 

課長 
 
 
 
 

 
会長 

 

します。 
 
事務局から、「第７次飯能市行政改革大綱について（諮問）」ご説明いた

します。 
 
（説明） 

 
今の説明について、ご質問やご意見等はございますか。 

 
  （なし） 
 
ご質問等がないようなので、本日は以上といたしまして、各自持ち帰

り、改めてご一読いただき、次回審議することとしてよろしいでしょう

か。 
 
（異議なし） 
 
次回の審議会の日程について、事務局からお願います。 

 
次回の審議会につきましては、３月２４日（木）午後６時、場所は別館

会議室３を予定しております。改めてご通知いたします。 
本日の諮問に対しまして、委員の皆様のご意見を頂戴したいと存じま

す。次回の審議会で答申をいただく予定でおりますのでよろしくお願い

いたします。 
 
次に議事の「（３）その他」を議題といたします。 

事務局から説明をお願いいたします。 
 

本日、まだ言い足らないことや、お気づきになった点もあろうかと存じ

ます。本日お配りした「第７次飯能市行政改革大綱に対する意見」により、

次回審議会に先んじて、ご意見を頂戴したいと思います。後ほどメールで

お送りさせていただきます。 
説明は以上です。 

 
 説明は以上です。 

事務局から説明のありましたとおり、次回の審議会で答申をさせてい



 
 
 
 
 
 
 

課長 

ただきますので、ご意見等をお寄せください。次回ご欠席の委員におかれ

ましても、ご意見を頂戴したいと思います。委員の皆様には、引き続きよ

ろしくお願いします。 
それでは、議事についてはすべて終了いたしましたので、議長の座を退

かせていただきます。 
ご協力ありがとうございました。 

 
ありがとうございました。 
本日は、誠にありがとうございました。 
以上をもちまして、令和３年度第１回飯能市行政改革審議会を閉会と

させていただきます。 
 
 
 
 
 

議事のてん末・概要を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 
  令和  年  月  日 
 

会長の署名                   
 

 


